
子育て・介護応援宣言
更新手続き（電子申請）
～福岡県両立支援ポータルサイトからのお手続き方法～
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

１．福岡県両立支援ポータルサイトにアクセスします

下記①～③のいずれかの方法でアクセスください

①URLを直接入力する

URL：https://f-ryoritsu.pref.fukuoka.lg.jp

②「福岡県両立支援ポータルサイト」で検索する

③右記二次元コードを読み取る

2



子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

①ログインをクリック

２．トップページ右上のログインボタンから、マイ
ページログイン画面を表示します
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

３．メールアドレス,パスワードを入力して、企業マイ
ページにログインします

登録メールアドレス、パスワード
が不明な方は、こちらからお問

合せください。

②メールアドレス、パスワードを
入力し、ログインをクリック
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

４．ログイン後、更新申
請手続きに進みます

※更新時期でない場合、
更新申請のメニューは
表示されません

企 業 名

③「更新申請はこちら」をクリック
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

５．①基本情報の入力

現在の登録状況が表
示されています

必要に応じて登録状
況を修正してください

④現在の登録情報を確認のうえ、
必要に応じて適宜修正します
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

６．①基本情報の入力

入力内容を確認し、次
の画面へ進みます

⑤入力内容を確認し、「次の画面
へ進む」をクリック
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

７．②子育て支援取組情報の

入力（子育て応援宣言（様式1号））

これまでの宣言内容が表示されています

内容を確認し、取組内容を入力します

これまでの宣言を実行できたら、

積極的に新たな宣言をしましょう

⑥取組内容に応じた分類にチェッ
クを入れてください

⑦宣言内容を入力してください
法律に定められた内容を上回る宣言が２つ以上必要
です。

法改正により、現在の内容が法令以上になっていな
い場合もあります。
今一度、自社の取組内容を確認してみましょう
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

８．注意事項：取組内容の入力
取組内容は法律に定められた内容を上回るものが２つ以上必要です

≪NG例１≫

「育児休業や産後パパ育休の制度について、社員に周知します」

≪OK≫

「育児休業・産後パパ育休に係る研修を実施し、制度及び取得促進に関する方針の周知を行います」

≪解説≫

育児・介護休業法において、育児休業を取得しやすい雇用環境整備が義務付けられています（R4.4.1施行）

事業主は、育児休業及び産後パパ育休の申出が円滑に行われるよう、以下のいずれかの措置を講じなければならないとされています

① 育児休業・産後パパ育休に係る研修の実施

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休に関する制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知

いずれかの措置を講ずることが義務なので、①～④の
うち２つ以上取り組む場合は、法律に定められた内容

を上回る取組となります
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

９．注意事項：取組内容の入力
取組内容は法律に定められた内容を上回るものが２つ以上必要です

≪NG例２≫

「子の看護休暇の対象を小学校３年生修了まで認めます」

≪OK≫

「子の看護等休暇の対象を中学生まで認めます」「子の看護等休暇を有給とします」

≪解説≫

育児・介護休業法の改正により、子の看護休暇の見直しがなされました（R7.4.1施行）

改正内容 施行前 施行後

対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校３年生修了まで

取得事由の拡大 ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴
う学級閉鎖等 ④入園（入学）式、卒園式

一部除外規定の撤廃 ＜除外できる労働者＞①週の所定労働日数が２日以下 ②継
続雇用期間６か月未満

＜除外できる労働者＞①週の所定労働日数が２日以
下 ※②を撤廃

名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

10．②子育て支援取組
情報の入力（育児休業等制度
及び制度活用状況書（様式2号））

貴社の育児休業等制度
状況や実績等を入力し
てください

⑧実績期間を入力します
事業年度は貴社の基準で結構です

⑨以下、貴社の制度及び活用状況を
入力します
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

11．②子育て支援取組
情報の入力（「子育て応援宣
言」登録企業実施報告書（様式3
号））

３年間の取り組みについ
て、ふりかえりましょう

⑩該当する項目にチェックをいれます

⑪「いいえ」を選択した場合、実践で
きなかった宣言内容を入力します

⑫以下、該当するものにチェックをい
れ、必要事項を入力します
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

12．②子育て支援取組
情報の入力（「子育て応援宣
言」登録企業実施報告書（様式3
号））

入力が終わったら、

次へ進みます
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⑬入力内容を確認し、「次の画面
へ進む」をクリック



子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

13．②子育て支援取組情
報の入力

入力内容が不十分な場合
は、エラーメッセージを参
照し、入力しなおしてくださ
い

次のページからは介護応援宣言にも登録が
ある企業様のみ該当します。登録が無い場合
は、21ページにお進みください。
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

14．③介護支援取組情報の

入力（介護応援宣言（様式1号））

これまでの宣言内容が表示されています

内容を確認し、取組内容を入力します

これまでの宣言を実行できたら、

積極的に新たな宣言をしましょう

⑭取組内容に応じた分類にチェッ
クを入れてください

⑮宣言内容を入力してください

法律に定められた内容を上回る宣言が２つ以上必要
です。

法改正により、現在の内容が法令以上になっていな
い場合もあります。
今一度、自社の取組内容を確認してみましょう
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

15．注意事項：取組内容の入力
取組内容は法律に定められた内容を上回るものが２つ以上必要です

≪NG例１≫

「介護休業や介護休暇の制度について、社員に周知します」

≪OK≫

「仕事と介護の両立に係る研修を実施し、介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知を行います」

≪解説≫

育児・介護休業法において、介護離職防止のための雇用環境整備が義務付けられています（R7.4.1施行）

事業主は、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、以下のいずれかの措置を講じなければならない
とされています

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）

③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

いずれかの措置を講ずることが義務なので、①～④の
うち２つ以上取り組む場合は、法律に定められた内容

を上回る取組となります
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

16．③介護支援取組情
報の入力（介護休業等制度及
び制度活用状況書（様式2号））

貴社の介護休業等制度
状況や実績等を入力し
てください

⑯実績期間を入力します
事業年度は貴社の基準で結構です

⑰以下、貴社の制度及び活用状況を
入力します
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

17．③介護支援取組情
報の入力（「介護応援宣言」登
録企業実施報告書（様式3号））

３年間の取り組みについ
て、ふりかえりましょう

⑱該当する項目にチェックをいれます

⑲「いいえ」を選択した場合、実践で
きなかった宣言内容を入力します

⑳以下、該当するものにチェックをい
れ、必要事項を入力します
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

18．③介護支援取組情
報の入力（「介護応援宣言」登
録企業実施報告書（様式3号））

入力が終わったら、

次へ進みます
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㉑入力内容を確認し、「次の画面
へ進む」をクリック



子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

19．介護支援取組情報
の入力の入力

入力内容が不十分な場
合は、エラーメッセージを
参照し、入力しなおしてく
ださい
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子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

20．③入力内容の確認

修正が無い場合は「送信
する」ボタンをクリックしま
す
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㉒「送信する」をクリック



子育て応援宣言・介護応援宣言更新手続き

21．④更新申請完了

左の画面に移行すれば、
申請手続き完了です

登録証発行まで約１か月程
度の時間がかかります

登録証は郵送にて貴社に
送付します

22


